
千葉市 建築主（申請者等）

事前相談資料送付

回答書（案）の作成

回答書（案）の確定 回答書（案）のメール送信

差替え 回答書（２部）を配送

信書便により、証明書、副本を送付 受領

申請手数料のかからない場合のフロー
（届出等）

　　電子データにて下記メールアドレスまで事前相談資料を送付してください。

（※メールの件名は初めに【事前相談】と記載してください。）

＜送付先＞johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

事前相談受領

・「送付票」の案内

「申請図書」、「送付票」の送付

質疑書の送付

郵送等

メール

メール

メール

メール

郵送等

郵送等

件名ルール

【事前相談】地名＿届出の種類

（例）

【事前相談】千葉港＿省エネ


